
 

第１号様式（第３条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（登録の確認）  

平成２８年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者  氏   名  鎌倉  一郎   印       

 

     住   所  鎌倉市御成町 18-10  

 

     電話番号  0467-99-9999  

 

 次のとおり、閲覧対象者が選挙人名簿（在外選挙人名簿）に登録された者であるかどう

かの確認をするため、選挙人名簿（在外選挙人名簿）の抄本を閲覧する必要がありますの

で、公職選挙法第 28 条の２第１項の規定により申し出ます。  
 

１  活 動 の 内 容   登録の確認  

２  

 

閲 覧 事 項 の  

利 用 の 目 的  
７に掲げる者の選挙人名簿の登録の有無を確認するため  

３  

 

閲覧者の氏名 

及 び 住 所  
 申出者と同じ  

４  
閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  

平成 28 年５月１日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年５月１日  午前・午後  10 時  30 分  まで  

６  

 

閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

 

７  閲 覧 対 象 者  
鎌倉太郎  御成町１８－１０（本人）  

鎌倉花子  御成町１８－１０（同居の者）  

備   考  

 

備考  閲 覧に供する選挙人名簿（在外選挙 人名簿）抄本は、ドメステ ィック・バイオレン ス及びストーカー行為
等の被害 者の保護のための措置を受 けている者 を除くものであ る。  

申出者本人又は申出者と同居している方の

名簿確認の場合は記載不要です。 

鎌

倉  

記載例  



 

第２号様式（第３条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（公職の候補者等）  

平成２８年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者  氏   名   鎌倉  太郎   印       

 

    住   所   鎌倉市御成町 18-10  

 

    電話番号   0467-99-9999  

 

 次のとおり、政治活動 (選挙運動を含む。)をするため、選挙人名簿 (在外選挙人名簿 )抄本

を閲覧する必要がありますので、公職選挙法第 28 条の２第１項の規定により申し出ます。 
 

１  活 動 の 内 容   政治活動（選挙運動を含む。）  

２  

 

閲 覧 事 項 の  

利 用 の 目 的  
選挙運動用はがき宛名作成のため  

３  

 

閲 覧 者 の 氏 名 

及 び 住 所  

腰越  二郎  鎌倉市腰越９９９  
深沢  三郎  梶原９－９－９  

４  

 

閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  
平成 28 年 5 月 1 日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年 5 月 1 日  午前・午後   4 時  30 分  まで  

６  
閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

管理責任者である申出人が、鍵付書庫にて保管する。 

葉書作成終了後、５月 31 日までに、シュレッダー処理する。 

７  
閲覧対象者の  

範 囲  
十二所、浄明寺の名簿登載者全員  ５００人  

８  
閲 覧 者 に    

関 す る 事 項  
☑  閲覧者は申出者が指定する者である  

９  

立候補しよう

とする選挙の

種 類  

鎌倉市議会議員選挙  

10 

候補者閲覧事

項 取 扱 者 の  

指 定  

別添申出書のとおり、法第 28条の２第４項の規定による申出を  
 
       ☑する   ・   ☐  しない  

備   考  

政治活動用事務所証票交付申請書の写し  

規正法に規定する収支報告書の写し  

閲覧事項取扱者に関する申出書（公職の候補者等）  

備考  １  上記の 欄 10中の別添申出 書の様式は、 第４号様式に 準ずるものとする。  

２  閲覧 に 供す る選 挙 人名 簿 （在 外 選挙 人名 簿 ）抄 本 は、 ド メス ティ ッ ク ・ バ イオ レ ンス 及び ス トーカー

行為等の 被害者の保護のための措置 を受けている者を除くもの である。

鎌

倉  

記載例  



 

第３号様式（第３条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（政党その他の政治団体）  

平成２８年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者  名   称  鎌倉太郎後援会   印  
  

    代表者氏名  大船  一郎    印  
 

主たる事務所の  鎌倉市御成町○－○ 

所在地  
 

    電話番号  0467-99-1111  
 

 次のとおり、政治活動 (選挙運動を含む。)をするため、選挙人名簿 (在外選挙人名簿 )抄本

を閲覧する必要がありますので、公職選挙法第 28 条の２第１項の規定により申し出ます。 
 

１  活 動 の 内 容   政治活動（選挙運動を含む。）  

２  
閲 覧 事 項 の  

利 用 の 目 的  
後援会臨時総会開催のため、既所有の宛名名簿の加除を行うため 

３  
閲 覧 者 の 氏 名 

及 び 住 所  

逗子  一郎  逗子市逗子○－○－○  
横浜  花子  横浜市戸塚区戸塚○－○－○  

４  
閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  
平成 28 年 5 月 1 日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年 5 月 2 日  午前・午後   4 時  30 分  まで  

６  
閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

管理責任者である申出人が、鍵付書庫にて保管する。 

葉書作成終了後、５月 31 日までに、シュレッダー処理する。 

７  
閲覧対象者の  

範 囲  
市域全域（宛名名簿２５ 0 人の登録状況確認）  

８  
閲 覧 者 に   

関 す る 事 項  
別紙「承認法人に関する申出書」に記載する承認法人閲覧事項取
扱者を閲覧者として指定します。  

９  
政治団体閲覧事

項取扱者の範囲  
広報部会長  玉縄四郎、広報部会員  玉縄花子  

10 
承 認 法 人 の  

申 出  

別添申出書のとおり、法第 28条の２第７項の規定による申出を  

 ☑  する   ・    ☐  しない  

備   考  

政治団体の届出書の写し  

承認法人に関する申出書  

 

☑  公職選挙法施行規則第３条の２第２項ただし書きの規定により、同項第２
号ロに掲げる資料の添付を省略します。当該政党その他の政治団体に所属
する公職にある者の氏名及びその者の公職の種類は次のとおりです。  

氏名：鎌倉太郎         公職の種類：鎌倉市議会議員  

備考  １  上記の 欄 10中の別添申出 書の様式は、 第５号様式に 準ずるものとする。  

２  閲覧 に 供す る選 挙 人名 簿 （在 外 選挙 人名 簿 ）抄 本 は、 ド メス ティ ッ ク ・ バ イオ レ ンス 及び ス トーカー

行為等の 被害者の保護のための措置 を受けている者を除くもの である。

記載例（法人） 

鎌倉太  
郎後援  
会  印  

大
船
な  



 

第３号様式（第３条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（政党その他の政治団体）  

平成２８年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者  名   称  鎌倉太郎後援会   印  
  

    代表者氏名  大船  一郎    印  
 

主たる事務所の  鎌倉市御成町○－○ 

所在地  
 

    電話番号  0467-99-1111  
 

 次のとおり、政治活動 (選挙運動を含む。)をするため、選挙人名簿 (在外選挙人名簿 )抄本

を閲覧する必要がありますので、公職選挙法第 28 条の２第１項の規定により申し出ます。 
 

１  活 動 の 内 容   政治活動（選挙運動を含む。）  

２  
閲 覧 事 項 の  

利 用 の 目 的  
後援会臨時総会開催のため、既所有の宛名名簿の加除を行うため 

３  
閲 覧 者 の 氏 名 

及 び 住 所  

腰越  二郎  鎌倉市腰越９９９  
深沢  三郎  梶原９－９－９  

４  
閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  
平成 28 年 5 月 1 日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年 5 月 2 日  午前・午後   4 時  30 分  まで  

６  
閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

管理責任者である申出人が、鍵付書庫にて保管する。 

葉書作成終了後、５月 31 日までに、シュレッダー処理する。 

７  
閲覧対象者の  

範 囲  
市域全域（宛名名簿２０ 0 人の登録状況確認）  

８  
閲 覧 者 に   

関 す る 事 項  
☑  閲覧者は申出者である政党その他政治団体の  ☐  役職員・☑  構成

員であって、当該政党その他の政治団体が指定する者である。    

９  
政治団体閲覧事

項取扱者の範囲  
広報部会長  玉縄四郎、広報部会員  玉縄花子  

10 
承 認 法 人 の  

申 出  

別添申出書のとおり、法第 28条の２第７項の規定による申出を  

 ☐  する   ・    ☑  しない  

備   考  

政治団体の届出書の写し  

 

 

☑  公職選挙法施行規則第３条の２第２項ただし書きの規定により、同項第２
号ロに掲げる資料の添付を省略します。当該政党その他の政治団体に所属
する公職にある者の氏名及びその者の公職の種類は次のとおりです。  

氏名：鎌倉太郎         公職の種類：鎌倉市議会議員  

備考  １  上記の 欄 10中の別添申出 書の様式は、第５号様式に 準ずるものとする。  

２  閲覧 に 供す る選 挙 人名 簿 （在 外 選挙 人名 簿 ）抄 本 は、 ド メス ティ ッ ク・ バ イオ レ ンス 及び ス トーカー

行為等の 被害者の保護のための措置 を受けている者を除くもの である。

記載例（法人無） 

鎌倉太  
郎後援  
会  印  

大
船
な  



 

第４号様式（第３条）  

閲覧事項取扱者に関する申出書（公職の候補者等）  

平成 28 年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

 

申出者  氏名   鎌倉  太郎      印  

 

  住所   鎌倉市御成町 18－ 10  

 

  電話番号   0467-99-9999  

 

 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要があるため、公職選挙法第 28

条の２第４項（第 30条の 12において準用する場合を含む。）の規定に基づき、閲覧事項を取

り扱う者として、下記のとおり申し出ます。  

 

氏   名  住      所  

鎌倉  二郎  鎌倉市大町○－○－○  

鎌倉  花子  鎌倉市手広△－△－△  

  

  

  

 

 

 

 

 

鎌

倉  

記載例  



 

第５号様式（第３条関係）  

承認法人に関する申出書  

 

平成２８年  ４月  １日  

 

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

 

申出者  名   称  鎌倉太郎後援会     印  

 

                    代表者氏名  大船  一郎      印  

 

主たる事務所  鎌倉市御成町○－○ 

の所在地  

 

    電話番号  0467-99-1111  

 

 閲覧事項を下記の法人に取り扱わせる必要があるため、公職選挙法第 28条の２第７項（第

30条の 12において準用する場合を含む。）の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。  

 

１  法 人 の 名 称  頼朝リサーチ株式会社  

２  
法人の代表者

の 氏 名  
頼朝  太朗  

３  

 

法人の主たる  

事務所の所在

地  

鎌倉市小町○－○－○  

４  

 

法 人 に 閲 覧  

事項を取り扱

わ せ る 事 由  

後援会事務局においてデータ整理を行う暇がないため。  
当該法人はデータ処理業務に精通し、情報セキュリティー体
制も整えられており、信頼できる。  

５  

 

承認法人閲覧

事項取扱者の

範 囲  

情報処理部情報処理課  

６  

 

法人における

閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

閲覧事項については、情報処理課長を取扱責任者とし、課員のみの取
り扱いとする。 
データファイルは、パスワードにより他者の閲覧を制限し、ＵＳＢな
どによる閲覧事項に係る電磁情報の持ち出しは禁止する。なお、業務
終了後ファイルは消去し、出力した関連書類は溶解処理を行う。 

７  
閲 覧 者 に   

関 す る 事 項  

（ 法第 28条の ２第９ 項にお いて 読み替 えて適 用され る同 条第１ 項の規 定によ り承認

法人閲覧 事項取扱者を閲覧者とする 場合には、該当するものに チェックすること 。） 

 

閲覧者は法人の☐役職員・☑構成員であって、当該法人が指定す

る者である。  

 

鎌倉太  
郎後援  
会  印  

大
船  

記載例  



 

第６号様式（第４条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（個人  調査研究）  

平成２８年  ４月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者  氏名             印  
 

    住所  鎌倉市御成町○－○  
 

    電話番号  0467-99-9990  

 

 次のとおり、政治又は選挙に関する調査研究をするため、選挙人名簿（在外選挙人名簿）

抄本を閲覧する必要がありますので、公職選挙法第 28 条の３第１項の規定により申し出ま

す。  
 

１  活 動 の 内 容   政治・選挙に関する（☐統計調査☐世論調査☑学術研究）  

２  
閲覧事項の利

用 の 目 的  
本年●月○日執行の××選挙における投票行動に関する全国
アンケート調査の宛名として利用するため  

３  
閲覧者の氏名

及 び 住 所  

極楽寺太郎  藤沢市朝日町○○○  

丂里花子  茅ヶ崎市本村○○○○  

４  
閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  
平成 28 年 5 月 1 日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年 5 月 2 日  午前・午後   3 時  00 分  まで  

６  
閲 覧 事 項 の  

管 理 の 方 法  

管理責任者である申出人が、鍵付書庫にて保管する。  

研究終了後、７月 31 日までに、シュレッダー処理する。  

７  
閲覧対象者の

範 囲  
御成町、大船 1 丁目の登録者  35 名  

８  

調 査 研 究 の  

責任者の住所

及 び 氏 名  

鎌倉市御成町○－○  

御成大学  社会学部教授  扇谷  一郎  

９  
調 査 研 究 の  

成果の取扱い  
調査研究報告書を作成し、〇年〇月○日開催の学会にて発表 

10 
閲 覧 者 に   

関 す る 事 項  
☑  閲覧者は申出者が指定する者である  

11 
個人閲覧事項

取扱者の指定  

別添申出書のとおり、法第 28条の３第５項の規定による申出を  

        ☑  する       ☐  しない  

12 

申 出 者 が 受 託
者 で あ る 場 合
には委託者の氏
名 及 び 住 所  

（委 託者が国又は 地方公共団体 の場合はその 名称を、委託 者が法人の場 合はその名称

及び代表 者の氏名並びに主たる事務 所の所在地を記載すること 。）  

備   考  

（添付書 類について記載すること 。）  

調査研究説明書、調査票の写し、閲覧事項取扱者に関する申
出書（調査研究）  

備考  １  11の欄 中の別添申出書の 様式は、第９号様式に準ず るものとする。  

２  第８ 号 様式 に準 じ て作 成 した 調 査研 究説 明 書及 び 調査 票 の写 しを こ の申 出 書に あ わせ て提 出 すること。 

３  閲覧 に 供す る選 挙 人名 簿 （在 外 選挙 人名 簿 ）抄 本 は、 ド メス ティ ッ ク・ バ イオ レ ンス 及び ス トーカー

行為等の 被害者の保護のための措置 を受けている者を除くもの である。

記載例（個人） 

御成大学 社会学部教授 
扇谷 一郎 



 

第７号様式（第４条）  

選挙人名簿抄本閲覧申出書（法人等  調査研究）  

平成２８年  ９月  １日  

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

申出者   名  称  鎌倉新聞社御成支局   印  
 

代表者氏名  支局長  乱橋  太朗  印  
 

主たる事務所の  鎌倉市御成町○○－○ 

所在地  
 

電話番号  0476-**-****  
 

 次のとおり、政治又は選挙に関する調査研究をするため、選挙人名簿（在外選挙人名簿）   

抄本を閲覧する必要がありますので、公職選挙法第 28 条の３第１項の規定により申し出ます。 
 

１  活 動 の 内 容   政治・選挙に関する（☐統計調査、☑世論調査、☐学術研究）  

２  
閲覧事項の利

用 の 目 的  
内閣の支持率調査  

３  
閲覧者の氏名及

び 住 所  

藤沢市藤沢１－１－１  

鵠沼  花子  

４  
閲 覧 す る  

選 挙 人 名 簿  
☑  選挙人名簿       ☐  在外選挙人名簿  

５  閲 覧 日 時  
平成 28 年 11 月 21 日  午前・午後  10 時  00 分  から  

平成 28 年 11 月 21 日  午前・午後   3 時  00 分  まで  

６  
閲覧事項の管

理 の 方 法  
支社の調査部内で施錠できる書庫に保管し、調査終了後は機密ゴミとし
て溶解処分する。 

７  
閲覧対象者の

範 囲  
材木座 1 丁目、極楽寺 2 丁目、西鎌倉 1 丁目、丂里ガ浜東 2 丁目、大
船未表示、梶原 2 丁目、大船 1 丁目の登録者 合計 100 名 

８  

調 査 研 究 の  

責任者の住所  

及 び 氏 名  

鎌倉市御成町〇〇―○ 鎌倉新聞社御成支局 

調査部長 釈迦堂 二郎 

９  
調 査 研 究 の  

成果の取扱い  
平成 2９年１月の新聞に特集記事として掲載予定 

10 
閲 覧 者 に   

関 す る 事 項  

閲覧者は  

☐申出者 (国又は地 方公共団体の機 関 )の職員 であり、申出者 が指定するものである。  

☑申出者 (法人 )の  ☐役職員・ ☑構成 員であり、申出者が指定 するものである。  

11 
法人閲覧事項

取扱者の範囲  
鎌倉新聞社御成支局調査部調査課の課員  

12 

申 出 者 が 受 託
者 で あ る 場 合
に は 委 託 者 の
氏 名 及 び 住 所  

（委 託者が国又は 地方公共団体 の場合はその 名称を、委託 者が法人の場 合はその名称

及び代表 者の氏名並びに主たる事務 所の所在地を記載すること 。）  

備   考  
調査研究説明書、調査票の写し、直近の内閣支持率調査結果
の記事の写し  

備考  １  第 9号様式に準じて作成 した調査研究説明書及び調 査票 の 写 し を こ の 申 出 書 に 合 わ せ て 提 出 す る こ と 。 

２  閲覧 に 供す る選 挙 人名 簿 （在 外 選挙 人名 簿 ）抄 本 は、 ド メス ティ ッ ク ・ バ イオ レ ンス 及び ス トーカー

行為等の 被害者の保護のための措置 を受けている者を除くもの である。

鎌倉新
聞社御
成支局  

乱
橋  

記載例（法人） 



 

第８号様式（第４条）  

 

調査研究説明書  

１ .調査研究の名称  
本年●月○日執行××選挙における有権者の投票行動全国アン

ケート調査 

２ .調査の目的  

低投票率に終わった本年●月○日執行の××選挙における地域、性別、年

齢別の投票行動を把握し、今後の投票率の向上に向けた方策等を研究す

る。 

３ .調査主体及び連絡先  
御成大学 社会学部教授 扇谷 一郎 

社会学部政治学研究室 

閲覧対象者の範囲   

 ４ .調査研究全体の閲

覧範囲と閲覧件数  

1.  全国  

2.  神奈川県  

3.  鎌倉市  

4.  その他（         ） 

3,000 件  

５ .鎌倉市における閲

覧範囲と閲覧件数  
御成町、大船 1 丁目の登録者 30 件  

調査研究成果の取り扱い  

 ６ .成果の取りまとめ

方法  

1.  報告書（名称：本年●月○日執行××選挙における有権者の

投票行動調査結果）  

2.  その他（                  ）  

７ .公表の時期     平成 29 年９月  

８ .公表の方法  学会にて発表  

閲覧事項の管理方法  

 
９ .管理責任者の氏名  扇谷  一郎  

10.保管の方法  

閲覧書写した一覧は、研究室内鍵付書庫に保管 
一覧を基に作成した電磁記録については、研究室内のみ利用と
し、持ち出しを禁止する。 

11 .処分の方法  調査研究終了後、シュレッダー処理する  

12.処分の時期   平成 29 年 11 月 30 日までに処分  

13.備考   

＊調査票の写しの提出ができない場合は、調査研究事項を備考欄に記入してください。

記載例（個人） 



 

第９号様式（第４条）  

 

閲覧事項取扱者に関する申出書（調査研究）  

 

平成２８年  ４月  １日  

 

 （宛先）鎌倉市選挙管理委員会委員長   

 

申出者  氏名             印  

 

    住所  鎌倉市御成町○－○  

 

    電話番号  0467-99-9990  

 

 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要があるため、公職選挙法（第

30条の 12において準用する）第 28条の３第５項の規定に基づき、閲覧事項を取り扱う者と

して、下記のとおり申し出ます。  

 

氏   名  住      所  

茅ヶ崎  太朗  茅ヶ崎市浜須賀○－○－○  

逗子  二郎  逗子市久本○－○－○  

  

  

  

 

御成大学 社会学部教授 
扇谷 一郎 

扇
谷  

記載例  


